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第２回関市自治基本条例推進審議会 会議録 

 

 

１ 日  時  平成 29年 3月 23日（木） 

   開会 午後 2時 00分   閉会 午後 4時 14分 

 

２ 場  所  関市役所 6階 6-3会議室 

 

３ 出席委員  （◎会長、○副会長） 

１号委員  大野雅子   公募委員 

      永井妙子   公募委員 

        ２号委員  遠藤俊三   関市自治会連合会会長 

相宮千秋   関市社会福祉協議会副会長 

粟倉元臣   関商工会議所副会頭 

大坪眞之   関市青少年健全育成協議会理事 

杉山康子   関市地域女性の会連合会副会長 

        ３号委員 ◎菊本舞    岐阜経済大学経済学部准教授 

 ○北村隆幸   関市市民活動センター事務局長 

 

４ 欠席委員  ２号委員  石井和典   関市老人クラブ連合会会長 

浅野欽一郎  関市まちづくり協議会会長  

鈴木恵介   （社）関青年会議所理事長 

 

５ その他の  事務局   桜田公明   企画部長 

出席者   事務局   森小百合   市民協働課長 

        事務局   鈴木義成   市民協働課課長補佐 

 事務局   河合康紀   市民協働課主任主査 

 事務局   高木怜    市民協働課書記 

 

６ 議事 

       （開会 午後 2時 00分） 

 

   １ 会長あいさつ 

 

２ 部長あいさつ 

 

       

      ３ 審議事項 

 

      （１）関市自治基本条例推進の進捗状況について 
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      ①地域委員会の促進 

       事務局が資料に基づき説明 

 

  会長    今年度の実施状況について説明をいただきました。 

ご質問、ご意見など、どのような観点からでも結構ですので、なにか 

ありますでしょうか。 

        地域委員会の状況によって、委員会の運営状況が異なると前回の会議

でご意見がありましたが、何かありましたら、ご意見などをいただけ

れば。 

 

  委員    地域委員会のメンバーに登録されているが、誰がどこの部会に登録さ

れているか、なかなか把握ができないところがありますが、事務局で

把握をされているのでしょうか。 

 

事務局   部会別交流会は、各部の代表、中心になっている方にご案内させてい

ただいています。選出は、各地域委員会におまかせしているところで

す。 

 

会長    部会別交流会は、交流がすすんでいくと、部会別交流で出た情報がそ

れぞれの地域委員会で共有されていき、話題として出てくるという動

きになっていくべきだと思います。 

 

部長    地域委員会の話で、自治会、区などの組織を中心に社会福祉協議会、

老人クラブ、ＰＴＡなどの組織が集まって活動しているのが現状です

が、武儀ではＮＰＯ団体が地域委員会活動を行っています。地域委員

会は、合議制の任意団体となっているが、武儀では先を見越して、Ｎ

ＰＯ団体が担っているので、これからの地域委員会は、ＮＰＯ組織と

して動いていくとよいのかもしれません。 

地域にわかりにくい組織になっているのではないかという点におい

ては、積極的に広報をすすめていくことが大切ではないかと考えてお

ります。 

 

部長    市のほうで、地域委員会の活動がイベント型中心になっているのでは

ないかという点から、地域づくり支援交付金の見直しを行い、「若者、

子育て、女性」の事業枠を設けて、活動のきっかけづくりにならない

かという思いで、取り組みます。 

 

会長    ほかに地域委員会について、ご質問がありましたら、どなたかありま

すでしょうか。 
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委員    部会長さんが、真剣に取り組んで、高齢者向けや文化、学習、獣害対

策などの活動を行い、その活動が発展していけばという思いで、すす

めています。 

 

委員    イベント型の事業が多くなっているかとは思います。いろいろな方に

お手伝いをお願いしながら、多くの方に参加をいただいております。

大きなイベントもよいのですが、身近なところで、みんなでワイワイ

できるような事業もよいのではないかと感じました。 

 

会長    予算を使っていこうとすると、どうしても新しいことを実施していく

というような流れになっていきがちになってしまいますが、地域の方

の場づくりなどの動きになっていくとよいのではないでしょうか。 

 

会長    ４ページのまちづくり講演会について、いかがでしょうか。 

 

委員    せっかく有名な講師の方が遠くからいらっしゃったので、参加人数が

少ないのは、もったいないような気がします。 

 

委員    講演会、講座などを色々なところで行っており一学習、一ボランティ

アを推進している関市ですが、選挙にいったときの選挙パスポートや

ウォーキングなどでハンコを押したりしているが、こういったまちづ

くり講演会などにもハンコなどを用意してポイント制として、学習の

積み重ねをすすめていくと、意欲付けもなるので、市の工夫があると

よいかなと思います。 

 

部長    市の講演会などでは、人が集まるかどうかが課題となっています。 

 

会長    先ほどのアイデアでは、他の行事と重ならないような年間のスケジュ

ーリング、似たような事業がかぶらないようにするなどの観点からも、

有効な手立てになるかと思いますので、検討をいただけるとよいと思

います。 

 

会長    それでは、自治基本条例の普及啓発について、ご意見などがある方い

かがでしょうか。 

 

委員    どんな内容の出前講座だったのでしょうか。 

 

事務局   市長さんから話をするパートと職員が話をするパートがありました。

市長さんからの話のときは、市長としての市政の話、学生時代の話が

あり、生徒からの反応も非常に良かったが、職員からの話は、内容も
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難しくあまり反応も良くなかったため、わかりやすい話を心がける必

要があると感じました。 

 

会長    市民活動センターの活動については、いかがでしょうか。 

 

委員    市民活動センターの３か年の成果目標として、地域の課題を２つ解決

するという目標を掲げています。そのために、地域の課題を解決する

ための組織をつくることとして、課題を解決するための事業者をつく

るということで、ソーシャルビジネスプレゼン大会を開催しました。

また、地域委員会が地域の課題を解決するためのサポートをしていく、

まちづくり、地域づくりの裾野を広げるということも活動の一つとし

ています。市民活動センターとして一番気を付けて行っていることは、

大きなイベントをどんと打つのではなく、１０人前後の小さなイベン

トを多く行うようにしています。小さなイベントを多く行うことによ

り、いろいろな人との場をつくるということを目指しています。 

 

会長    つづきまして、協働のまちづくり市民ファシリテーター講座について、

ご質問等ある方いらっしゃいますか。 

 

事務局   下有知と武儀で実際にワークショップを行ったのですが、非常に多く

の中学生が参加していただき、多くの意見が出ました。中学生が参加

すると、場が和らぐということもあるので、こうしたワークショップ

を企画するときは、学校などに声をかけていただいて、子どもの参加

を促進する手法も有効だと感じました。 

 

委員    講座を実施した後が大事だと思うのですが、講師の派遣など、どのよ

うなシステムを考えているのでしょうか。 

 

事務局   地域づくり支援交付金の見直しの際に、各地域で説明をしましたが、

ワークショップを開催する場合は、市民協働課へ連絡をしてもらい、

調整をするということを考えております。 

 

会長    つづきまして、まちづくり市民会議について、ご質問等ある方いらっ

しゃいますか。 

 

事務局   活動をいかに広げていくかが課題であり、もっと若い世代に参加して                   

もらえるように工夫をしていきたいと考えています。 

 

委員    テーマを決めて募集していくのも、一つの方法ではないでしょうか。 
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会長    ２本立てで市民会議のメンバーを募集するのも効果的ではないかと

思います。テーマを決めて募集することも良いかと思いますし、市民

提案型で行政に提案をしたいと思う方を募集されることも検討をい

ただければと思います。 

 

会長    つづきまして、若者協働推進事業「まちづくり倶楽部」について、ご

意見のある方、いらっしゃいますでしょうか。 

 

委員    旧武儀郡の高校生の方は参加されているのでしょうか。 

 

事務局   はい、参加をされています。 

 

会長    では、今年度の事業の進捗状況については、以上で終わらせていただ

きます。 

 

会長    それでは、審議会等の公開状況について事務局より説明をお願いいた

します。 

 

  －事務局より資料に基づき説明－ 

 

会長    以上の報告事項等について、ご意見のある方、ございませんでしょう

か。 

 

会長    ないようですので、次に審議事項その他として、住民投票の条例を常

設化できないかという議題についてです。前回の審議会の中でご提案

のありました住民投票の条例の常設化について、事務局としては直ち

に常設化をする考えはないとのお答えでしたが、審議会の検討事項と

して、事務局に資料を用意していただきました。事務局より説明をお

願いいたします。 

 

  －事務局より資料に基づき説明－ 

 

会長    ありがとうございました。関市の自治基本条例では、常設型ではなく、

個別型で想定されています。何か、質問、ご意見のある方はいらっし

ゃいますでしょうか。 

 

委員    常設型にしておかないと、ほぼ住民投票はできないということでしょ

うか。 

 

会長    年齢制限をどうするか、住民の範囲をどうするかなど、常設型にする
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と、そのあたりをかなり議論する必要があるかと考えられます。 

      住民投票条例の議論をするときは、市政、議会がある中で、住民の参

画をどのように自治基本条例で位置づけるかということになるかと

思います。住民投票条例を常設化することにより、全ての問題が解決

するかというとそうではないので、自治基本条例全体の中で、議論し

ていく必要があると考えられるので、急がずに議論していくことが大

事であると思います。 

 

      審議事項終了 

 

      ４ 課長あいさつ 

 

      （閉会 午後 4時 14分） 


